
1

台湾税務および投資法令アップデート
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所得税法

営利事業者が災害保険により保険金を受給した場合、損失および受領保険金
の両方を同時に計上・申告することが必要、申告が漏れた場合は罰せられる

営利事業者が災害損失を受け、保険金を受領した場合は、確定申告書の｢その他の収入｣および

「災害損失」の科目に受け取った保険給付金および実際に発生した損失金額をそれぞれ計上・

申告し、当該損失および保険金の支払いに関する証明書類(被災者の署名入り保険金領収書、

和解書、調停または和解調書および支払証憑類など)を検査に備え保管しなければなりません。

当該損失が保険給付を受け、かつ受け取った保険金収入が損失金額を上回り申告が漏れた場合

は、追徴課税および処罰される可能性があります。

営利事業者が災害損失および保険金を受領した場合の計上・申告に関する規定について、財政

部より1979年9月8日付台財税第36284号通達にて説明がなされていますが、表にすると次のよ

うになります。

災害損失
実地調査に基
づかない認定

災害損失
実地調査に基

づく認定

損失>収入

収入>損失

損失>収入

損失=収入

損失と収入を申告

損失と収入を申告

損失と収入を申告

損失を申告したが、

収入は未申告

損失と収入を未申告

損失と収入を未申告

損失と収入を未申告

損失を申告したが、

収入は未申告

損失を申告したが、

収入は未申告

収入を超えた損失分も認定される

収入を超えた損失分は認定されず、
申告が漏れた収入に対して追徴課税

および罰則が科せられる

収入を超えた損失分は事後認定され

ない

収入を超えた損失分は認定されない

申告が漏れた収入に対して

追徴課税および罰則が科せられる

損失を超えた収入分に対して

追徴課税および罰則が科せられる

追徴課税および罰則不要

申告が漏れた収入に対して

追徴課税および罰則が科せられる

PwC 台湾の見解：

保険金収入について、災害損失の発生から数ヵ月後に保険給付手続が完了する可能性もあるため、

災害があった年度に災害損失のみ計上し、保険金収入を計上していないケースが散見されます。

そのため、被災年度に所得の申告漏れが生じ、国税局より追徴課税および処罰がされることがあり

ます。所得の申告漏れにより罰せられないよう、被災された営利事業者は、被災年度の翌年度にな

ってから保険金収入を受け取る場合は、被災年度に法人税の確定申告を行う際に自主的に保険に

よる保険金収入(見積額)を申告加算することが必要となりますので、ご留意ください。
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会社法

就任後最初の取締役会の招集手続に関する疑義

経済部は2016年9月19日に経商字第10502428560号通達にて、次のように説明をしています。

一、代表取締役は対内的に株主総会、取締役会の議長を務め、対外的には会社を代表するため

(会社法第208条)、代表取締役の選任は会社運営と密接に関わっており、極めて重要であると言え

ます。

二、会社法第203条第1項に「取締役会は代表取締役がこれを招集する。ただし、就任後最初の取

締役会は、選任の際の得票が最も多い取締役がこれを招集する。就任後最初の取締役会は、改選

後15日内にこれを招集しなければならない。」と定められています。その目的は、職権が行使される

よう会社が早急に代表取締役を選出することにあるため、就任後最初の取締役会の議事次第では、

代表取締役を選出し職権が行使されることを優先にしなければなりません。なお、当該取締役会に

その他の議案を付議し協議できるかどうかについては、法による制限はありません。
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